
                       

 足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に
資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部を支援します。 

事業の目的 ・ 概要 

大阪府中小企業団体中央会 

  ものづくり中小企業支援室 
〒540-0029 大阪市中央区本町橋  ２－５ 
       マイドームおおさか ５階 

＝ 申し込み ・ お問い合わせ先 ＝ 

TEL   06-6947-4378 FAX：06-6947-4379 

問合せ時間 ： 10:00～12:00 13:00～17:00／月～金（祝日除く） 

対象類型 【革新的サービス】 【ものづくり技術】 

基本要件 

「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイ
ドライン」で示された方法で行う革新的なサービス
の創出・サービス提供プロセスを改善する事業 

「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術
を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスを改善する
事業 

３～５年計画で、「付加価値額」年率３％ 及び「経常利益」年率１％の向上を達成できる計画であること 

一 般  型 

・概要：中小企業等が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善 

 に必要な設備投資等を支援 

・補助上限額： １，０００万円 

・補 助 率：  １／２以内 

 ※生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」（注１）の認定、又は経営革新計 

   画（注２）の承認を取得して一定の要件を満たすものは補助率 ： ２／３以内 

・設備投資が必要  

・対象経費 ： 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費 

◇複数の中小企業者等が連携体で申請することが可能（共同申請全体で1,000万円が上限）  

生産性向上に 

資する専門家 

の活用がある 

場合は、補助 

上限額を３０ 

万円の増額が  

可能。 

小 規 模 型 
 

(設備投資のみ) 

・概要：小規模な額で中小企業等が行う革新的なｻｰﾋﾞｽ開発・ﾌﾟﾛｾｽ改善を支援 

・補助上限額： ５００万円  

・補 助 率：１／２以内 （小規模企業者の補助率：２／３以内） 

・設備投資が必要  

・対象経費 ： 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費 

◇複数の中小企業者等が連携体で申請することが可能（共同申請全体で500万円が上限） 

企業間 
データ 

活用型 

 ・概要：複数の中小企業等が事業者間でデータ・情報を活用し、連携体（注３）全体と 

     して新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援 

 ・補助上限額：１，０００万円 

 ・補 助 率： ２／３以内 

 ・設備投資が必要  

 ・対象経費 ： 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費   

対象類型  と 補助上限額・補助率等 

注１：「先端設備等導入計画」は、補助事業者が固定資産税の特例率をゼロの措置をした市町村の認定を受けた計画を示します。 

注２：「経営革新計画」は、平成２９年１２月２２日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた計画を示します。 

注３：連携体への参加事業者数は１０者まで。 なお、個者ごとの補助上限額である１，０００万円に加え、２００万円に連携体参加数を乗じて算出した額を上限に連携

体内で配分可能です。また「革新的サービス」「ものづくり技術」をまたぐ連携も可能です。  

国 
全国中小企業団体中央会 
大阪府中小企業団体中央会 

中小企業者等 補助 補助 
全面 
バックアップ 

  認 定 

支援機関 

     【受付期間】  平成 ３０ 年 ８ 月 ３ 日（金）から 平成 ３０ 年 ９ 月 １０ 日（月） ／ 当日消印有効 

     【事業期間】  交付決定日から 平成 ３１ 年 １ 月 ３１ 日(木）迄   【採択公表】平成 ３０ 年 １０ 月中を予定  

     ■ 公募要領・申請様式の詳細は、「大阪府中央会」のホームページをご覧ください。       https://www.maido.or.jp/ 
        申請書の提出先は、「大阪府地域事務局」です。 なお、受付は「郵送」のみの受付となりますので注意下さい。 

広く中小企業一般の振興・発展に直結しうる活用を行う法人であって、上記各型の要件に加え、次の要件を満たすこと。 
 
単体で申請を行う場合  
 ・法人税法上の収益事業(３４業種）を行う法人が対象 （認定特定非営利活動法人でないこと） 
 ・本事業に係る「経営力向上計画」の認定を受けていること  
中小企業者と共同申請を行う場合  
 ・連携体の半数以上が中小企業者で構成され、全体の補助金総額の２/３以上は中小企業者に充てること 
 ・特定非営利活動法人に対する補助金額が、連携体を構成する法人の中の最高額とはならないこと 

 特定非営利 
 活動法人が
申請の場合 

２次公募のご案内 


